
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細 重複フラグ

帳票レイアウト
関連意見
（該当○）

構成員確認
（WT）要

否
対応内容 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

10 軽自動車税 0130011

標識情報の管理（設定・保持・

修正）ができること。

＜標識情報＞

標識番号

交付年月日

標識回収区分

標識返納年月日

特定原付用標識区分

標識情報の管理（設定・保持・修正）ができる

こと。

＜標識情報＞

標識番号

交付年月日

標識回収区分

標識返納年月日

⑦：業務効率化

種別が特定小型原付であれば、基本的に特定小型原付用の標

識を交付しているため、新たに区分を設ける必要はないと考

えます（台帳の車種情報等でも判別することができます）。

このため、本要件は実装必須機能ではなく、標準オプション

機能でよいと考えます。

特定小型原付用の標識を交付しない（できない）ケースはあ

るかもしれないが、メモで代替可能。
APPLIC1432
APPLIC1433

意見確認

全国意見照会時点では実装必須機能と定義
しておりましたが、寄せられたご意見を踏まえ、
標識情報の管理区分のうち、特定原付区分
については標準オプション機能とすることを検討
しています。
実装必須機能とすべき理由があればご回答く
ださい。

賛成 標準オプションで問題ないと考えます。 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 標準オプションで問題ないと考えます。 賛成 標準オプション機能で問題ありません。 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。
機能ID130011の標識情報の管理区分のうち、特定原付区分については、機能ID0130015「電動
キックボード標識区分」の標準オプション機能を修正する形で反映する。

13 軽自動車税 0130150

当初分の納税通知書再発行時に

一括又は個別に出力できるこ

と。

ただし、納付済み、過年度分の

納税通知書は除外すること。

当初分の納税通知書再発行時に一括又は個別に

出力できること。

ただし、納付済みの納税通知書は除外するこ

と。

⑥：住民サービス向上
「過年度分の」の記載を削除する。過年度の納税通知書を発

行することもあるため。

「過年度分」の定義が定かではないが、例えば例年5月は現年

度と昨年度（過年度）の納税通知書を発行することがあるた

め。

意見確認

「過年度分の納税通知書」の定義が曖昧であ
るとの指摘を受け、用語集に、「過年度の納税
通知書とは、課税年度が過年度のもので、か
つ、過年度に賦課した納税通知書を指す」旨
定義する方針です。この方針についての賛否を
ご回答ください。

賛成 用語集への記載に疑義はありません。 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 記載のとおりの内容で問題なし 賛成 特に意見なし その他
用語集への記載に疑義はありません。

賛成

定義は特に問題ありません。
左記定義の場合、過年度分で滞納されている
ものの納税通知書発行というイメージでしょう
か?
K市では当初分の納税通知書と過年度の滞
納分の納税通知書を一緒に発送することはな
いため、
一括で出力することはありません。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

「過年度分の納税通知書」を用語集へ追加する。
【用語集への反映内容】
用語:過年度の納税通知書
読み方:かねんどののうぜいつうちしょ
略称:ー
説明書き:「過年度の納税通知書とは、課税年度が過年度のもので、かつ、過年度に賦課した納税通
知書を指す。」
業務:軽自
備考:ー

15 軽自動車税 0130162

要件の考え方・理由

収納状況には納付済、未納の有

無以外に執行停止情報等 不納欠

 損情報も含まれる。

－ ⑦：業務効率化

「不納欠損情報」の記載が「執行停止情報等」になっている

が、「等」に何が含まれてるのか不明なため、明確にしてい

ただきたい。

意見確認

ご意見を踏まえ、「等」を削除し、執行停止情
報以外に連携が必要な情報（例:差押えの
有無）を具体的に明示することを検討していま
す。連携が必要な情報ががあればご回答くださ
い。

賛成
納付日（又は充当日）、納付額、納付方
法、速報確報、期別が必要と考えます。

賛成 賛成 賛成

不納欠損については、過去の履歴を別途把握
する必要はなく、未納の有無の情報があれば
足りる。
課税保留については連携してほしい。

賛成 賛成 その他 差し押さえの有無 賛成 特に希望なし 賛成
納付日（又は充当日）、納付額、納付方
法、速報確報、期別が必要と考えます。

賛成

不納欠損情報
・収納管理の観点では、不納欠損となれば債
権消滅となるため不要な情報といえるかもしれ
ませんが、
　”収納状況の確認”という観点では、債権の
状況（納付済みか、未納か、不納欠損で債
権が消滅したか）の履歴は必要と考えるため
執行停止以外に不納欠損の情報の連携も必
要と考えます。
・過去何年分遡った不納欠損情報の連携が
必要かについては、収納側でのデータ保存期
間や、連携可能なデータ容量等に準じます。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

以下の項目を追加する。
納付日（又は充当日）、納付額、納付方法、速報確報、執行停止、差押え、参加差押え、交付要
求

（3.0版公開時）
標準オプション機能として追加した。

490 軽自動車税 130037

車両情報をコピーするキーとな

る項目は車台番号ではなく、

データ要件上の車両情報管理グ

ループの主キーである軽自管理

番号になる想定である。

バイクの固有番号である「車台番号」で照合

し、該当があれば車両情報の引継ぎを行う仕様

に変更したい。

⑧：業務精度向上
車台番号で照合するほうが、重複登録を防ぐことができるた

め。

車台番号で照合するほうが、重複登録を防ぐことができるた

め。
意見確認

ご意見を踏まえ、車両情報をコピーする際は車
台番号でも検索可能とする方針で検討してい
ます。この方針に対しての賛否をご回答くださ
い。

賛成
車両情報をコピーするキーは軽自管理番号で
はなく、車台番号とすることで問題ないと考えま
す。

賛成 賛成 賛成

標識・車台番号で検索や突合を行っており、軽
自管理番号での検索の想定が難しい。
車台番号は、仮に職権で変更された場合が
あっても、運輸支局から車台番号の変更履歴
が回付されるので、独自性も担保されていると
考える。

賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見なし 賛成
車両情報をコピーするキーは軽自管理番号で
はなく、車体番号とすることで問題ないと考えま
す。

賛成 その他

●L市は賛否を述べる立場にはありませんが、”
【WT資料】残課題に対する対応方針.xlsx”
の中で、コピー機能についてはオプションとして整
理する旨記載があり、整合を取っていただく必
要がある認識です。

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

車両情報をコピーする際は車台番号でも検索可能とする。

（3.0版公開時）
標準オプション機能とした。

J市ご回答 L市ご回答欄 デジタル庁ご回答欄K市ご回答欄

WT結果を踏まえた3.0版修正方針

A市ご回答令和5年度　軽自動車税　WT

No 業務
（選択肢から選択）

機能ID

要件に対する意見 意見の根拠

運用想定

I市ご回答B市ご回答 C市ご回答 D市ご回答 F市ご回答 H市ご回答欄E市ご回答欄



③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細 重複フラグ

帳票レイアウト
関連意見
（該当○）

構成員確認
（WT）要

否
対応内容 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

39
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

013003

6

納税通知

書（納付

書払い）

（納付書

一体型専

用紙）

11 課税年度

課税年度と賦課年度の位

置が、

上：課税年度

下：賦課年度

になっている。

課税年度と賦課年度の位置

を、

上：賦課年度

下：課税年度

にする。

⑧：業務精度向上

この2つの年度を並べたときの順番は

賦課年度、課税年度

が一般的であるため。

また、他業務（収納管理）の帳票レイアウトも賦課年度、課

税年度の順番になっている。

○ 意見確認
ご意見を踏まえ、別添資料の納税通知書兼領収書の帳票レイアウト及び印字項目・諸元表に修正する方針
です。こちらの方針への賛否をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 その他

質問１:要件に追加すると書いてあった、車
台番号はどこに表示されるのでしょうか。
質問２:今回、前回回答時にはなかった、加
入番号・口座記号番号・ｅｌ番号が追加され
ているのですが、この納税通知書はどのように使
われる想定なのでしょうか。（納税義務者には
納付後どのような形で手元に残るのか、など）

賛成

収納管理においても同様の記載項目となって
いるのであれば
統一するのが良いかと思いますので、上:賦課
年度、下:課税年度で良いと思います。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

別紙「【WT資料】（軽自動車税）帳票レイアウト」への意見を踏まえ、「【WT結果】（軽自動車税）
帳票レイアウト」のとおり修正する。

【ご質問】
質問１:要件に追加すると書いてあった、車台番号はどこに表示されるのでしょうか。
質問２:今回、前回回答時にはなかった、加入番号・口座記号番号・ｅｌ番号が追加されているので
すが、この納税通知書はどのように使われる想定なのでしょうか。（納税義務者には納付後どのような形で
手元に残るのか、など）
【回答】
質問１:標準オプション項目なのでレイアウト上は示さないが、印刷領域の確保は充分に行う

質問２:納税者保管用として定義しており、納税者の手元での保管を想定している。今回、収納側で
定義していた領収証書と軽自側で定義していた納税通知書を一体型して再レイアウトした。加入番号・
口座記号番号・ｅｌ番号は、収納側領収証書内で定義されていた項目である。

（3.0版公開時）
WT以降の検討内容を反映させた。帳票レイアウトは3.0版を参照。

44
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

013004

0

納税通知

書（口座

振替）

（汎用

紙）

5 通知日

通知日が2つ存在してい

る。（帳票右上と通知書

本文の下）

通知書本文の下の通知日を

削除する。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準

拠・外部機関（eLTAX

等）への対応

通知書本文の下に通知日がある理由をご教授いただきたい。

不要と考えます。
○ 意見確認

通知日記載箇所を右上とし、通知書本文の下の通知日を削除する方針です。この方針に対する賛否、ご意
見をご回答ください。

賛成 賛成 意見なし。 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成
通知日は通常右上に印字されるべきであり、
納税義務者にとっても目が止まりやすいと考えま
す。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 通知日記載箇所を右上とし、通知書本文の下の通知日を削除する。

45
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

013004

0

納税通知

書（口座

振替）

（汎用

紙）

14 課税年度

課税年度と賦課年度の位

置が、

左：課税年度、右：賦課

年度

になっている。

課税年度と賦課年度の位置

を、

左：賦課年度、右：課税年

度

にする。

⑧：業務精度向上

この2つの年度を並べたときの順番は

賦課年度、課税年度

が一般的であるため。

また、他業務（収納管理）の帳票レイアウトも賦課年度、課

税年度の順番になっている。

○ 意見確認
ご意見を踏まえ、課税年度と賦課年度の位置を、左:賦課年度、右:課税年度とする方針です。この方針
に対する賛否をご回答ください。また、自治体におかれましては、本帳票に軽自管理番号が必要かどうかも併せ
てご回答ください。

賛成
軽自管理番号は必要だが、オプションでも差し
支えない

賛成
軽自管理番号は必要だが、オプションでも差し
支えない

賛成 軽自管理番号は必要ない 賛成
軽自管理番号は必要だが、オプションでも差し
支えない

賛成 軽自管理番号は必要ない 賛成 軽自管理番号は必要ない 賛成
軽自管理番号という名称である必要はない
が、名義人を特定できる情報は必要

賛成

I市はもともと軽自管理番号（課税客体を一
意に表す番号）を納税通知書に表示していな
いので、納税通知書に軽自管理番号を表示し
ないのは問題ない。
しかし、収納側としてみた場合、通知書番号
（徴収単位を一意に表す番号）は納付の単
位ごと、つまり車両１台１台にあった方がいい。

賛成

収納管理においても同様の記載項目となって
いるのであれば統一するのが良いかと思いますの
で、
左:賦課年度、右:課税年度で良いと思い
ます。

また、軽自管理番号は必要ない

賛成
通知書番号をキーに、納税通知書に複数記
載された課税内容のそれぞれの詳細が確認で
きるのであれば、軽自管理番号は必要ない

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

課税年度と賦課年度の位置を、左:賦課年度、右:課税年度とする。

また、各自治体・ベンダにおいて、課税客体を一意に特定する番号及び収納単位を一意に特定する番
号の取扱いが異なることから、以下のとおりとする。
・軽自管理番号の記載をオプション項目に定義する
・通知書番号の記載を実装必須項目に定義し、軽自においては、徴収を一意に特定する番号として共
通の用語集に定義する

48
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

013005

2

減免申請

書（汎

用）

12 個人番号
個人番号を記載する欄に

区切り線がない。

個人番号を記載する欄に区

切り線を追加する。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準

拠・外部機関（eLTAX

等）への対応

個人番号を記載する申請書で、個人番号を記入する部分に区

切り線がないものを見たことがない。
○ 意見確認

ご意見を踏まえ、個人番号を記載する欄に1桁ごとに記入できる罫線（区切り線）を追加する方針です。こち
らの方針に対する賛否をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成
一般的に数字を大きく書く人が多いので、一文
字ずつ区切ったほうがいいです。

賛成

減免申請書について個人番号の記載は重要
であり、
他の番号と混乱しないように区切りをつけたほう
が良いと思います。

賛成 その他
●No.247で「個人番号」欄を「個人番号
（法人番号）」に変えておられるため、法人番
号は13桁であり、12桁では足りません。

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。
法人番号が13桁であることを踏まえ、13桁で個人番号（法人番号）を記入する部分に区切り線を設
ける。

245
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

013005

2

減免申請

書（汎

用）

9

申請者

（減免を

受ける

者）-住

所（所在

地）、氏

名

申請者記入のため、印字

なし

システムで保持している減

免申請者の住所、氏名を印

字する（減免申請者の情報

管理が標準オプションのた

め市町村が印字有無を選択

できる）

⑥：住民サービス向上

減免申請者（特に身体障がい者）にとっては申請書の記入自

体が負担となる場合があるため、システムで管理している場

合は、可能な限り印字する（記入させない）ほうがよいと考

える。

システムで保持している減免申請者の住所、氏名を印字する

（減免申請者の情報管理が標準オプションのため市町村が印

字有無を選択できる）

意見確認
ご意見を踏まえ、標準オプション機能として申請者（減免を受ける者）の住所（所在地）、氏名をシステム
印字できる機能を追加する方針です。こちらの方針に対する賛否をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 標準オプション機能にとどめて欲しいです。 賛成 賛成

K市は当初申請と取り下げ申請のみで毎年の
申請は必要としていないため前年度情報の印
字は不要ですが、
標準オプション機能であれば問題ありません。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

当該帳票の帳票印字項目・諸元表の「申請者記入のため、印字なし」となっている項目の備考欄にシス
テム印字を可とし、その内容（印字する項目及び印字内容）は地方団体がシステム事業者と調整の上
で任意に設定できるものとする旨を追記する。

283
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

130036

納税通知

書（納付

書払い）

（納付書

一体型専

用紙）

車台番号の項目を追加して

いただきたい（標準オプ

ション項目として）

⑦：業務効率化

バイクの中古車販売店等が、当該法人の所有する車体を標識

番号ではなく車台番号で管理している場合があり、納税通知

書発送直後に、送付した納税通知書に記載された標識番号に

対応する車台番号についての照会が多く寄せられるため、業

務効率化のために、車台番号の記載を標準オプション機能と

して実装していただきたい。

納税義務者が、送付された納税通知書が自身の所有する車体

のものかを車台番号により確認するため。
意見確認

納税通知書兼領収証書の印字項目諸元表で標準オプション項目として定義する方針です。こちらの方針に対
する賛否を確認させてください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見なし 賛成

当市においても車体番号での問い合わせがある
ケースがあり、
記載項目として用紙に余裕があるのであれば
記載項目として追加があれば問い合わせが少
なくなるように思われますので賛成といたします。

賛成 その他

●L市は賛否を述べる立場にはありませんが、
車台番号を悪用されるリスクを認識しておくべ
きと考え、本機能は不要ではないかと考えます
が、自治体のご意向に従います。

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 帳票ID0130036及び0130040について、車台番号を標準オプション項目として追加する。

327
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

013010

2

戸籍の照

会につい

て（回

答）

住所 住所 本籍地
④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

戸籍照会に対する回答書なので、「住所」ではなく「本籍

地」とすべき。

もしくは附票から最新の住所について回答を求める想定か。

照会対象を特定するため、「本籍地」を記載した回答書を求

める。
意見確認

ご意見を踏まえ、住所を本籍地に修正する方針です。また、本修正に伴い、回答書の印字項目である「氏
名」を「必要とする者の氏名」「筆頭者氏名」に修正する必要があるか確認させてください。

賛成
氏名については、「必要とする者の氏名」「筆頭
者氏名」に修正する必要があると考えます。

賛成 修正なしでよい。 賛成 賛成 賛成
修正に伴い、回答書の印字項目である「氏
名」を「必要とする者の氏名」「筆頭者氏名」に
修正する必要があると考える。

賛成 賛成 修正内容に問題なし。 賛成

本籍地に対応するのは筆頭者だと思います。プ
ラス、誰の分で請求したのかわかるように、必要
とする方の氏名（I市では、対象者氏名と印
字）があるといいと思います。

賛成
戸籍の照会については、住所よりも本籍地を
重視し、その後の異動なども追っていくため「本
籍地」としたほうが良いと思われます。

賛成
戸籍の照会について（照会）と合わせる形で
よいのではないかと思います。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。
住所を本籍地に、回答書の印字項目である「氏名」を「必要とする者の氏名」「筆頭者氏名」に修正す
る。

697
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

013010

0

廃車申告

受付書
項目なし 原動機型式

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準

拠・外部機関（eLTAX

等）への対応

・現行の申告書の書式に準ずる

・標識交付証明書の書式に準ずる

標識交付証明書にて移転登録する際や譲渡証明書を添付し名

義変更手続きする際の登録時の申告書作成や課税台帳作成に

運用することが可能となる。

意見確認
省令様式として規定されている廃車申告書の項目と比較して、「原動機型式」のみ本帳票の印字項目として
定義されていなかったため、「原動機型式」の項目を実装必須出力項目として追加する方針です。こちらの方
針に対する賛否を確認させてください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対
原動機の型式については、申告の際に記載が
されないケースが多く、記載欄を設けても空欄
となってしまうケースが多いと思われるため

賛成 特に意見なし 賛成

特定小型原付については、制限速度など構造
要件が数多くあり、
この追加要件は特に重要と判断されるため賛
成いたします。

その他

現状、原動機型式が何のことかわからない方が
多く、申請時も入力を必須としていない。現行
の廃車申告受付書でも同項目は空欄で発行
している。
また帳票にも印字していないため、同項目につ
いてはK市としては標準オプション機能でもよい
と考えるが、仮に出力されたとしても、実務上は
大きな弊害はない。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 「原動機型式」の項目を実装必須出力項目として追加する。

765
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

130086

転出者変

更依頼書

（汎用

紙）

7
軽自管理

番号

車両を２台以上印字する

場合は2枚目以降に印字

「車両を４台以上印字する

場合は２枚目以降に印字」

の誤りか。

⑧：業務精度向上

「車両を２台以上印字する場合は2枚目以降に印字」と記載が

あるが、「2台目以降に印字」の誤りか。

　それとも連番ではなく、1枚目（1～3台まで）には全て

「軽自管理番号00000001」と出力され、2枚目（4～6台ま

で）には「軽自管理番号00000002」と出力されるというこ

となのか。それであれば「車両を4台以上印字する場合は2枚

目以降に印字」という表記になるのではないか。

現在は標識番号、システムの宛名番号等で検索している。標

準化システムになれば、軽自管理番号を入力すればすぐに車

両台帳検索できるという運用になるのか。その場合は、２台

以上ではなく所有台数が１台であっても表示される方が業務

の効率化が図ることができる。

意見確認
ご意見を踏まえ、軽自管理番号の印字ついて、「車両を４台以上印字する場合は２枚目以降に印字」の記
載に修正する方針です。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。
軽自管理番号は車両に１台ずつ記載付与されるものであるため、帳票印字項目・諸元表　備考の記載
は不要であると判断し、削除する。

944
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

013004

0

納税通知

書（口座

振替）

（汎用

紙）

⑧：業務精度向上

明細について、圧着はがきと同じレイアウトとしております

が、用紙が異なるため、3行明細を2列に定義するよりも、1

行明細・2行明細を1列に定義した方が、分かりやすいと考え

ます。

○ 意見確認
ご意見を踏まえ、別添資料の納税通知書（口座振替）（汎用）の帳票レイアウト及び印字項目・諸元表
に修正する方針です。こちらの方針への賛否をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成

自治体の運用によっては備考欄を使用しな
い、１行でもいいのではないか。
課税客体ごとにナンバリングした方が納税者に
とって読みやすいのではないか。
現行では備考欄を使用しておらず、本帳票レ
イアウトを使用する際も備考欄を使用すること
は想定していない。

賛成 賛成 賛成 賛成 特に意見なし 賛成 賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 帳票レイアウトに則した帳票印字項目・諸元表の記載に修正する。

1128
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

130052

減免申請

書（汎

用）

「年齢

歳」欄

「年齢　　歳」欄　の記

載あり

「年齢　　歳」欄　の記載

なし
⑤：過剰な要件 減免要件の判断に年齢は不要と思われるため。

年齢欄は削除するのが望ましいが、仮に必要とする理由が

あって記載するのであれば、年齢の基準日も明記する。
○ 意見確認 年齢欄は削除し、生年月日欄を設ける方針です。こちらの方針に対しての賛否をご確認ください。 賛成 賛成 賛成 賛成

当市では、障害者減免の要件で、身体障害
者について原則本人所有・本人運転での減免
を行っていますが、身体障害者が18歳未満の
場合は、車両の運転者や所有者が生計を一
にする親族等でも可とする判定を行っているた
め、申請書内に生年月日の記載があった方が
望ましいです。年齢欄は不要です。

賛成 その他

当市では障害者手帳の所有者が18歳未満の
場合生計同一世帯の者の所有する物件につ
いて減免しているため、年齢は必要。ただし生
年月日で年齢は判断できるので将来の機能
拡張で手帳所有者の情報を格納する際には
生年月日が適当であると考える。

賛成

身体障碍者の場合、障害者の年齢が１８歳
以上の場合、障害者本人が納税義務者でな
いと減免対象とすることができないため、年齢は
減免の要件として必要となる場合がある。生年
月日の記載であっても年齢は確認することはで
きるため、年齢の記載を生年月日に変更する
こと自体は問題ない。

賛成 特に意見なし 賛成
年齢は必要ないと思いますが、生年月日は検
索などの要件でも必要となるため記載したほう
が良いと思います。

賛成 その他
●L市は賛否を述べる立場にはありませんが、
未成年か否かが減免要件・区分に含まれる自
治体もある認識です。

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 年齢欄は削除し、生年月日欄を設ける。

1130
軽自動車

税

帳票印

字項

目・諸

元表

130052

減免申請

書（汎

用）

…

表題か表中に何年度分の減

免申請か分かるように「対

象年度」を印字する。

⑦：業務効率化
減免決定通知書には「対象年度」が記載されており、申請書

にも印字が必要と考えるため。

表題か表中に何年度分の減免申請か分かるように「対象年

度」を印字する。
○ 意見確認

意見として頂戴している「対象年度」は本仕様書では「課税年度」と定義しており、「課税年度」の要否及び必
要な場合の印字箇所について、表題または表中のどちらに印字すべきかご回答ください。

その他
課税年度の印字は標準オプション（印字有無
を選択可とする）とし、表題に印字すべきと考
えます。

賛成 表中に印字が望ましい。 賛成
課税年度の表記:要
表題に記載

賛成

複数年度にわたり減免を申請している利用者
が、過年度の申請書を用いて申請するケース
があるため、課税年度の表記がある方が望まし
いと思料します。表題にあれば一番目立つた
め、電話応対時の確認が容易であったり、申請
受付時に見落としにくいのではないでしょうか。

賛成
「課税年度」を表中に印字するのが適当と考え
る。 表題が適当と考える 賛成

課税年度は記載があるほうが良い。記載は表
中が良い。

その他
何年度分を減免するかが分かればいいので、
入れるとしたら表題がいいと思います。

その他
課税年度の印字は標準オプション（印字有無
を選択可能とする）とし、表題に印字すべきと
考えます。

反対
対象年度はこちらで判断するため特に印字は
不要です。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 表題への印字を想定した標準オプション項目として追加する。

1132
軽自動車

税

帳票レ

イアウ

ト

130056

減免決定

通知書

（汎用）

…

行政不服審査法に基づく審

査請求等の教示文（この処

分について不服がある場合

は～）を印字する。

⑥：住民サービス向上
行政不服審査法第82条の規定により審査請求等が席る期間を

書面で教示しなければならないため。

通知書の余白部分に行政不服審査法に基づく審査請求の教示

文を印字する。
○ 意見確認

当該項目は裏面に印字する想定ですので、帳票レイアウト上の修正は行わず、帳票印字項目・諸元表に当
該項目を追加する方針です。こちらの方針に対しての賛否をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 反対
通知対象者が見落とすことを防ぐためおよび業
務効率化の観点から紙面に余裕があれば印
字は片面のみが望ましいです。

賛成 賛成 賛成 賛成
裏面に記載するのであれば、「裏面もご覧くださ
い。」と書いたほうが親切かと思います。

賛成

印字箇所が裏面になるため見ないケースもある
と思いますので、
表面に裏面に記載ありなども設けたほうが良い
かと思います。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

行政不服審査法に基づく審査請求の教示文を帳票印字項目・諸元表に追加する。

なお、汎用紙で教示文について裏面への印字を想定している以下の帳票についても表面に印字する想
定でレイアウトを見直す。その他の専用紙における教示文は裏面にプレプリントを想定している。
・帳票ID 0130040_納税通知書（口座振替）（汎用紙）
・帳票ID 0130073_税額変更通知書（汎用紙）

1295
軽自動車
税

帳票印
字項
目・諸
元表

130052
減免申請
書（汎
用）

26
身体障害
者等に係
る情報等

障がい者の生年月日およ
び、身体障がい手帳等の有
効期限の記入箇所なし

障がい者の生年月日および、身
体障がい手帳等の有効期限の
記入欄を追加

⑧：業務精度向上

減免の対象となる障がい者の生年月日を記入することで、システムに
入力する際、別人物を入力する等の誤りを防止するため。
また、減免の要件となる手帳の有効期限の記入欄を設けることにより、
受付誤り防止に繋がるため。

システム入力時および申請受付時に使用する。 ○ 意見確認
生年月日については宛名情報として実装必須出力項目と定義されているため帳票レイアウト上に追加します。
身体障がい手帳等の有効期限については、標準オプション出力項目なので帳票レイアウト上は定義しない方
針です。こちらの方針に対して賛否をご回答ください。

賛成

身体障がい手帳等の有効期限については、帳
票レイアウトに追加しない場合でも標準オプショ
ンとして帳票印字項目・諸元表に記載すべきと
考えます。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成
I市では、申請の要件として有効期限を求めて
いないため、標準オプションとしてほしいです。

賛成

身体障がい者手帳の有効期限については、
帳票レイアウトに追加しない場合でも標準オプ
ションとして帳票印字項目・諸元表に記載すべ
きと考えます。

賛成 その他

●L市は賛否を述べる立場にはありませんが、
身体障害者手帳に限らず、療養手帳・精神
障碍者保健福祉手帳等の有効期限（次回
判定）があるものについては、同様に扱う必要
があるのではないでしょうか。（戦傷病者手帳
等は有効期限がない認識です）

その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。
生年月日は帳票レイアウト上に追加する。
身体障がい手帳等の有効期限については、帳票レイアウト上は定義しない。

1297
軽自動車
税

帳票印
字項
目・諸
元表

013003
6

納税通知
書（納付
書払い）
（納付書
一体型専
用紙）

初度検査年月(または年)、通
数番号(所有台数)の印字を追
加する

⑥：住民サービス向上
納税義務者からの問合せ時に、税額については初度検査年月、車両
台数については通数番号を用いて説明を行うため。

納税義務者からの問合せ時に、税額や車両台数について回答を行う
ため。

意見確認

初度検査年月(または年)、通数番号(所有台数)の印字を標準オプション項目として追加する方針ですが、以
下について確認させてください。
・「初度検査年月（または年）」が必要か。必要である場合、年月まで必要か、または年でよいか。
・通数番号(所有台数)が必要か。必要である場合、貴団体における当該番号の名称をご回答ください。

その他

初度検査年月は、標準オプションとして必要と
考えます。
初度検査年月を印字する場合は、年月まで
必要（平成15年以前は月を管理していない
場合もあるため、年のみでも可）と考えます。
通数番号（所有台数）は不要と考えます。

賛成

・初度検査年月について、必要なし。
・通数番号(所有台数)について、当該車両/
合計台数として印字希望。当該番号の名称
は特になし。

賛成 初度検査:必要（年月まで） その他

・初度検査年月→本人が所有している車検
証・購入時証明書等に記載されていると通常
考えられるため、原則不要と判断しますが、記
載を反対するものではありません。税額に関す
る問い合わせで特に軽課・重課の説明を行うこ
とが多い場合は月まである方が望ましいと思料
します。
・通数番号（所有台数）→年度当初に送付
する納税通知書兼領収書として使用する場合
は、手作業で複数枚を一通に封入することが
想定され、業務精度向上のため必要。宛先一
意番号（ベンダによる名称）

賛成

初度検査の印字について、「年月」が必要と考
える。
通数番号（所有台数）について、浜松市の
現行事務における名称はない（これに相当す
る番号は、「生産管理番号」（※印刷のため
に振られる番号）を構成する要素の一部分と
いう位置づけである）。

・年月が適当
・特に名称無し

その他

重課に移行したことによる問い合わせは毎年多
いため、表記があるとよい。表記する場合は年
月が必要。（同一年であっても３月と４月で
重課対象となる年度が替わるため）
通数番号についても必要。本市の管理は所有
台数という名称。

その他

初度年月:もともと印字していないため、必要
ありません。
所有台数:確認ですが、納税通知書は１台
につき１枚発行する認識でいいですか?その場
合、項目名は必要ないですが、発送の際に必
要なので、どこかに印字してほしいです。
例えば、I市では、宛名バーコードリーダの下に
通数の数字だけ印字していました。

その他

初年度検査日の追加については標準オプショ
ンとして必要だと考えます。初年度検査年月日
を印字する場合は年月まで必要（平成15年
以前は月を管理していない場合もあるため、年
のみでも可）と考えます。
所有台数については特に必要と考えておりませ
ん。

その他
双方とも帳票への印字は特に必要とはしていま
せん。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 必要に応じて備考欄に印字する整理とする。

1298
軽自動車
税

帳票印
字項
目・諸
元表

013004
0

納税通知
書（口座
振替）
（汎用
紙）

初度検査年月(または年)の印
字を追加する

⑥：住民サービス向上
納税義務者からの問合せ時に、税額については初度検査年月を用い
て説明を行うため。

納税義務者からの問合せ時に、税額について回答を行うため。 意見確認

初度検査年月(または年)、通数番号(所有台数)の印字を標準オプション項目として追加する方針ですが、以
下について確認させてください。
・「初度検査年月（または年）」が必要か。必要である場合、年月まで必要か、または年でよいか。
・通数番号(所有台数)が必要か。必要である場合、貴団体における当該番号の名称をご回答ください。

その他

初度検査年月は、標準オプションとして必要と
考えます。
初度検査年月を印字する場合は、年月まで
必要（平成15年以前は月を管理していない
場合もあるため、年のみでも可）と考えます。
通数番号（所有台数）は、振替対象台数と
同義であるため、不要と考えます。

賛成

・初度検査年月について、必要なし。
・通数番号(所有台数)について、当該車両/
合計台数として印字希望。当該番号の名称
は特になし。

賛成 初度検査:必要（年月まで） その他

・初度検査年月→本人が所有している車検
証・購入時証明書等に記載されていると通常
考えられるため、原則不要と判断しますが、記
載を反対するものではありません。税額に関す
る問い合わせで特に軽課・重課の説明を行うこ
とが多い場合は月まである方が望ましいと思料
します。

賛成

初度検査の印字について、「年月」が必要と考
える。
通数番号（所有台数）について、浜松市の
現行事務における名称はない（これに相当す
る番号は、「生産管理番号」を構成する要素
の一部分という位置づけである）。

・年月が適当
・特に名称無し

その他
初度検査年月については上記と同じ。
通数番号については、振替対象台数の項目が
既にあるため追加は不要と思われる。

その他

初度年月:必要ありません。
所有台数:口座振替用は１２件までは１枚
に印字されます。現状13台以上保有している
納税義務者はいないため、印字の必要はない
と思います。

その他

初年度検査日の追加については標準オプショ
ンとして必要だと考えます。初年度検査年月日
を印字する場合は年月まで必要（平成15年
以前は月を管理していない場合もあるため、年
のみでも可）と考えます。
J市では現在、通数番号及び所有台数につい
ては使用しておりませんので必要はありません。

その他
双方とも帳票への印字は特に必要とはしていま
せん。

賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。 必要に応じて備考欄に印字する整理とする。

1299
軽自動車
税

帳票要
件

130085
異動者一
覧

異動者のうち当該地方団体
内に車両登録のある対象者
の宛名基本情報、代理人の
宛名基本情報、軽自管理
番号、車名、車両情報等を
記載した一覧。

異動者のうち当該地方団体内
に車両登録のある対象者の宛
名基本情報、代理人の宛名基
本情報、軽自管理番号、車

名、車両情報、メモの有無等

を記載した一覧。

⑦：業務効率化
納税義務者が転居前に相談して届出書をすでに渡している場合など、
送付の可否判断を効率的に行うため。

リスト出力した際に、メモ有りの納税義務者情報を確認し、送付の可
否判断を行うため。

意見確認 ご意見を踏まえ、メモの有無の項目を追加する方針です。こちらの方針に対して賛否をご回答ください。 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 その他

メモ欄の有無をつけることには賛成ですが、異
動者一覧について質問です。
ここで言う「転居者」とは市内市外問わず、「住
所を変更した方」という認識でしょうか。
I市では、転居＝市内転居の意味でも取りま
す。
また、「異動者一覧」は転出者変更証明書を
発行する元のデータと認識しています。その場
合、市内転居も対象となると具合が悪いのです
が、いかがでしょうか。

賛成
問い合わせなどに対応してメモ追加して判断し
てきたいと思いますので必要事項かと思います。

賛成 賛成 その他 実務に関わる内容のため、回答を控えます。

メモの有無の項目を追加する。

【ご質問】
メモ欄の有無をつけることには賛成ですが、異動者一覧について質問です。
ここで言う「転居者」とは市内市外問わず、「住所を変更した方」という認識でしょうか。
当市では、転居＝市内転居の意味でも取ります。
また、「異動者一覧」は転出者変更証明書を発行する元のデータと認識しています。その場合、市内転
居も対象となると具合が悪いのですが、いかがでしょうか。
【回答】
当該帳票は実装必須出力条件で宛名の異動事由（転出含む）があるため、市外転居のみの対象者
を出力することが可能となります。

WT結果を踏まえた3.0版修正方針

K市ご回答欄 L市ご回答欄

No
業務

（選択肢から
選択）

仕様書

改定案

の対象
（選択

帳票ID 帳票名

項

目

番

号

デジタル庁ご回答欄A市ご回答令和5年度　軽自動車税　WT

項目名称

要件 意見の根拠

運用想定

I市ご回答 J市ご回答B市ご回答 C市ご回答 D市ご回答 F市ご回答E市ご回答欄 H市ご回答欄


